
議案 第３ ６肓

ひた ちな か市 個人 番硲の利 ｍ八 び特 定個 人情 報の 提供 に関 する 条例

の一部を 改ｉＥす る条例制 定について

ひた ちな か市 個人 番号 の利 鴇‾反び 特定 個人 情報 のを 供に 関す る条 叺の 一部 を改 ｉＥ

する 条例 を堅紙の とお り制 定す る。

令和 ２年　 ３Ｊｊ　 ２日　 提出

令和　 年　　 ＪＩ 日　 議決

ひた ちな か市長　 大　谷 明



ひた ちな か市 条例 第　　号

ひた ちな か市 個人 番そ の利 加八 び特 定個 人情 報の を供 に関 する 条叺

の一部を改モする 条例

ひた ちな か市 個人 番号 の利 鴇‾ｋび 特定 個人 情報 のを倶に 関す る条 例（ 平成 ２７年

条例 第２ ５号）の 一部 を次 のよ うに 改止 する。

私表第３ の４ の項 を削 る。

付　則

この 条例 は， 令和 ２年 ４ｙｘ　１　日か ら施 行す る。

２



Ｑ

参考資料

ひたちなか市個人番倚の利丿目八び特定蜃１人情報の提供に関する条例新｜日対照表

日 新 備考

別表第３ （第 ５条 関係） 別表 第３ （第 ５条 関係）

情報照会磯緊 事務 情報を供職関 特定個人情報 情報照、会機関 事務 情報を供機関 特定個人情報

１　 市長 生ほ に困 窮す る外 国人 に対

する 生ほ保護法に よる 保護

に準 ずる 措置 に関 する 本務

であ って 規則で定める もの

教育委員会 学校保健安全法（昭和 ３３

年法律第 ５６ そ） によ るＥ

療にＲす る費 丿干｜に ついての

援助 に関 する 情報 であ って

規則で定める もの

１　 市長 生活に困窮す る夕ｉヽ 国人に対

する 生き保護缶に よる 保護

に準 ずる 措置 に関 する 本務

であ って規則で定める もの

教育委員会 学校保せ安全也（ＢＵ口３３

年伍律第 ５６ 号） によ るＥ

療にＷす る費ｍについての

援助 に関する 情兼てあ って

規則で定める もの

２　 教育委員会 学校保せ安をさに よる Ｅ療

に要 する 費ｍ につ いて の援

助に 関す る事務で あっ て規

則で定め るもの

市長 生ほｉ窮外国人生き保護関

縦情 報で あっ て規 ｎｌ」で 定め

るもの

２　 教育委員会 学校保９安をまに よる Ｅ療

に要する費篦についての援

助に 関す る事務で あっ て規

則で 定め るもの

市長 生豆ｉｔ窮夕１ヽ 国人 生垢保護関

Ｗ情報であって規鶚で定め

るもの

３　 教育委員会 ひた ちな か市就学援助 費夕

け規則に よる 就学援助費の

タイ才等 に関 する 事務 であっ

て規則で定め るもの

市長 地方税関 イ鼻情報 であ って規

則で定め るもの

３　 教育委員会 ひた ちな か市就学援助 費な

け規ｍに よる 就学援助費の

交イ才等に関する事務であっ

て規則で定め るもの

市長

ノ

兆方税関Ｒ情報で あっ て規

則で定め るもの

住四湊情報であって規

則で 定め るもの

庄民票関イ京情報であって規

則で定め るもの

４　 教育委員会 子ど も・ 子育て支援羝によ皿 地方税関係情報であっ て規

る子 ども のた めの 教育 ・保 則で 定め るもの

育給 イ才おし くは子育 てのだ 住Ｒ票関係情報であっ て規

めの施鼈等利ｍ給イ才 の支給 則で定め るもの

又はが或子ど も・ 子育て支 生き保護関係情報であって

援事業の 奥施 に関 する 事務 規聡で定 める もの

であ って規則で定める もの 中国戮留邦人等支援給付等

関係情報であ って規則で定

める もの

生迅困９ 夕ｔヽ国 人生ざ保護関

Ｗ情報で あっ て規 只｜」で 定め

るもの

児童福祉法に よる 障害児通

所支援に 関す る情報で あっ

て規則で定め るもの

障害者関係情報で あっ て規

則で定め るもの

肓害 者自 さ支援給付間 イ鼻情

報で あっ て規則で 定め るも

の

児ま扶養手售関係情報であ

って規則で定める もの


